
付置義務台数の計算例 

 

 

例１. 商業地区内に、４，４００㎡の店舗を新たに建築する場合の付置義務台数 
例２. 商業地区内に、６，０００㎡の店舗と２，０００㎡の事務所を建築する場合の付置義務 
 台数 

例３. 商業地区内（駐車場整備地区内）に、昭和４０年に建築された２，５００㎡の店舗に、 
１，８００㎡の店舗を増築する場合の付置義務台数 

例４. 商業地区内（駐車場整備地区内）に、昭和５０年に建築された６，０００㎡の店舗に、 
２，５００㎡の店舗を増築する場合の付置義務台数 

例５. 商業地区内（駐車場整備地区内）に、平成５年に建築された６，０００㎡の事務所を新

条例に基づき届出しなおす場合の付置義務台数 
例６. 商業地区内（駐車場整備地区内）に、平成１０年に建築された６，０００㎡の店舗に、 

２，５００㎡の事務所を増築する場合の付置義務台数 
例７. 周辺地区に、４，４００㎡の店舗を新たに建築する場合の付置義務台数 
例８. 周辺地区に、６，０００㎡の店舗と２，０００㎡の事務所を建築する場合の付置義務台 
  数 
例９. 周辺地区に、昭和４０年に建築された３，５００㎡の店舗に、１，８００㎡の店舗を増

築する場合の付置義務台数 
例１０. 周辺地区に、昭和５０年に建築された６，０００㎡の店舗に、２，５００㎡の事務所を

増築する場合の付置義務台数 
例１１. 周辺地区に、平成５年に建築された６，０００㎡の事務所を新条例に基づき届出しなお

す場合の付置義務台数 
例１２. 周辺地区に、平成１０年に建築された６，０００㎡の店舗に、２，５００㎡の事務所を

増築する場合の付置義務台数 
例１３. 商業地区内に、１２，０００㎡の事務所を新たに建築する場合の付置義務台数 
例１４. 商業地区内（駐車場整備地区内）に、新たに１，８００㎡の店舗と、５００㎡の非特定

用途に供する建築物を建築する場合の付置義務台数 
 
 
 
 
 
 
 



例１ 
商業地区内に、４，４００㎡の店舗を新たに建築する場合の付置義務台数 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
（４，４００－２，０００） 
    ３，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
（４，４００－２，０００） 
     ３００ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を５台設置する場合 
  １＋（５－１）／４＝１＋１．００＝２．００→２台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：８－２＝６台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を８台設置する場合 
  １＋（８－１）／４＝１＋１．７５＝２．７５→２台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：８－２＝６台 
 

＝０．８０ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝８．００ →８台（小数１桁四捨五入） 



 
例２ 
商業地区内に、６，０００㎡の店舗と２，０００㎡の事務所を建築する場合の付置義務台数 
※供用部分がある場合は、それぞれ６，０００㎡及び２，０００㎡のうちに含まれているものと

します。 
 
① 
用途に応じた按分率（％） 
 
ア 全体に対する店舗部分の割合（按分率） 
    ６，０００ 
（６，０００＋２，０００） 
 
イ 全体に対する事務所部分の割合（按分率） 
    ２，０００ 
（６，０００＋２，０００） 
 
② 
用途ごとに足切り２，０００㎡の面積を按分します。 
ア 店舗部分の足切り面積 
２，０００×０．７５＝１，５００㎡ 
 
イ 事務所部分の足切り面積 
２，０００×０．２５＝５００㎡ 
 
③ 
必要な駐車台数を計算する根拠となる延べ面積を求め、それを用途ごとの単位で除します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
  ６，０００－１，５００ 
      ３，０００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
  ２，０００－５００ 
     ８，０００ 

＝０．７５（小数３桁四捨五入） 

＝０．２５（小数３桁四捨五入） 

＝１．５０台（小数３桁四捨五入） 

＝０．１９台（小数３桁四捨五入） 



 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
  ６，０００－１，５００ 
      ３００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
  ２，０００－５００ 
      ３５０ 
 
④ 
用途ごとの計算結果を足し合わせ、付置義務台数を計算します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 

 １．５０＋０．１９＝１．６９→２台（小数１桁四捨五入） 
 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 １５．００＋４．２９＝１９．２９→１９台（小数１桁四捨五入） 
 
⑤ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を２台設置する場合 
  ２＋（２－２）／４＝２＋０．００＝２．００→２台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：１９－２＝１７台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を２２台設置する場合 
  ２＋（２２－２）／４＝２＋５．００＝７．００→７台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：１９－７＝１２台 
 

＝１５．００台（小数３桁四捨五入） 

＝４．２９台（小数３桁四捨五入） 



 
例３ 
商業地区内（駐車場整備地区内）に、昭和４０年に建築された２，５００㎡の店舗に、 
１，８００㎡の店舗を増築する場合の付置義務台数 
 
合計の延べ面積が２，０００㎡を超えるため、駐車施設を設ける必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
 （１，８００＋２，５００）－２，５００ 
         ３，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
 （１，８００＋２，５００）－２，５００ 
         ３００ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を２台設置する場合 
  １＋（２－１）／４＝１＋０．２５＝１．２５→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：６－１＝５台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を４５台設置する場合 
  １＋（４５－１）／４＝１＋１１．００＝１２．００→１２台（小数点以下切捨て） 
  特例による引下げの結果、自動車の駐車台数が１台未満となる場合は、自動車の付置義務台

数は１台となります。 
  特例による台数：６－５＝１台 
 
 

＝０．６０ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝６．００ →６台（小数１桁四捨五入） 



 
例４ 
商業地区内（駐車場整備地区内）に、昭和５０年に建築された６，０００㎡の店舗に、 
２，５００㎡の店舗を増築する場合の付置義務台数 
 
自動車の付置義務については、旧の条例（昭和３５年１１月１日から平成３年９月３０日まで）

により確保された付置義務台数は旧の条例により、確保しておく必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
 （６，０００＋２，５００）－６，０００ 
         ３，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
（旧条例 S35…Ａ１） 
 ６，０００－３，０００ 
     ５００ 
（新条例…Ａ２） 
 ２，５００ 
  ３００ 
 Ａ１＋Ａ２＝１４台 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を３台設置する場合 
  １＋（３－１）／４＝１＋０．５０＝１．５０→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：８－１＝７台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を９台設置する場合 
  １＋（９－１）／４＝１＋２．００＝３．００→３台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：８－３＝５台 
 
 

＝６．００ →６台（小数１桁切上げ） 

＝８．３３ →８台（小数１桁四捨五入） 

＝０．８３ →１台（１未満の場合は切上げ） 



 
例５ 
商業地区内（駐車場整備地区内）に、平成５年に建築された６，０００㎡の事務所を新条例に基

づき届出しなおす場合の付置義務台数 
 
新条例に従い、既存建築物における新たな付置義務台数を届出することができます。その場合は、

自動二輪車の付置義務台数を確保していただく必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
６，０００－２，０００ 
   ８，０００ 
 
② 
自動車の付置義務 
６，０００－２，０００ 
    ３５０ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を１０台設置する場合 
  １＋（１０－１）／４＝１＋２．２５＝３．２５→３台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：１１－３＝８台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を３７台設置する場合 
  １＋（３７－１）／４＝１＋９．００＝１０．００→１０台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：１１－１０＝１台 
 
（参考…前条例に基づく場合の台数） 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
なし 
② 
自動車の付置義務台数 
６，０００－１，３００ 
    ２００ 
 

＝０．５０ →１台（小数１桁四捨五入） 

＝２３．５０ →２４台（小数１桁切上げ） 

＝１１．４３ →１１台（小数１桁四捨五入） 



 
例６ 
商業地区内（駐車場整備地区内）に、平成１０年に建築された６，０００㎡の店舗に、 
２，５００㎡の事務所を増築する場合の付置義務台数 
 
※供用部分はそれぞれ６，０００㎡及び２，５００㎡のうちに含まれているものとします。 
  
① 
用途に応じた按分率（％） 
ア 全体に対する店舗部分の割合（按分率） 
    ６，０００ 
（６，０００＋２，５００） 
 
イ 全体に対する事務所部分の割合（按分率） 
    ２，５００ 
（６，０００＋２，５００） 
 
② 
用途ごとに足切り２，０００㎡の面積を按分します。 
ア 店舗部分の足切り面積 
２，０００×０．７１＝１，４２０㎡ 
 
イ 事務所部分の足切り面積 
２，０００×０．２９＝５８０㎡ 
 
③ 
必要な駐車台数を計算する根拠となる延べ面積を求め、それを用途ごとの単位で除します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
  ６，０００－１，４２０ 
      ３，０００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
  ２，５００－５８０ 
     ８，０００ 
 
 
 

＝０．７１（小数３桁四捨五入） 

＝０．２９（小数３桁四捨五入） 

＝１．５３台（小数３桁四捨五入） 

＝０．２４台（小数３桁四捨五入） 



 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
  ６，０００－１，４２０ 
      ３００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
  ２，５００－５８０ 
      ３５０ 
 
④ 
用途ごとの計算結果を足し合わせ、付置義務台数を計算します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 

 １．５３＋０．２４＝１．７７→２台（小数１桁四捨五入） 
 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 １５．２７＋５．４９＝２０．７６→２１台（小数１桁四捨五入） 
 
⑤ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を２台設置する場合 
  ２＋（２－２）／４＝２＋０．００＝２．００→２台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：２１－２＝１９台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を２５台設置する場合 
  ２＋（２５－２）／４＝２＋５．７５＝７．７５→７台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：２１－７＝１４台 
 

＝１５．２７台（小数３桁四捨五入） 

＝５．４９台（小数３桁四捨五入） 



 
例７ 
周辺地区に、４，４００㎡の店舗を新たに建築する場合の付置義務台数 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
（４，４００－３，０００） 
    ８，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
（４，４００－３，０００） 
     ４００ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を５台設置する場合 
  １＋（５－１）／４＝１＋１．００＝２．００→２台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：４－２＝２台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を８台設置する場合 
  １＋（８－１）／４＝１＋１．７５＝２．７５→２台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：４－２＝２台 
 

＝０．１８ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝３．５０ →４台（小数１桁四捨五入） 



 
例８ 
周辺地区に、６，０００㎡の店舗と２，０００㎡の事務所を建築する場合の付置義務台数 
※供用部分はそれぞれ６，０００㎡及び２，０００㎡のうちに含まれているものとします。 
 
① 
用途に応じた按分率（％） 
 
ア 全体に対する店舗部分の割合（按分率） 
    ６，０００ 
（６，０００＋２，０００） 
 
イ 全体に対する事務所部分の割合（按分率） 
    ２，０００ 
（６，０００＋２，０００） 
 
② 
用途ごとに足切り３，０００㎡の面積を按分します。 
ア 店舗部分の足切り面積 
３，０００×０．７５＝２，２５０㎡ 
 
イ 事務所部分の足切り面積 
３，０００×０．２５＝７５０㎡ 
 
③ 
必要な駐車台数を計算する根拠となる延べ面積を求め、それを用途ごとの単位で除します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
 ６，０００－２，２５０ 
    ８，０００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
 ２，０００－７５０ 
    ８，０００ 
  

 

 

 

＝０．７５０（小数３桁四捨五入） 

＝０．２５０（小数３桁四捨五入） 

＝０．４７（小数３桁四捨五入） 

＝０．１６台（小数３桁四捨五入） 



⑵ 自動車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
 ６，０００－２，２５０ 
    ４００ 
 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
 ２，０００－７５０ 
    ４５０ 
 
④ 
用途ごとの計算結果を足し合わせ、付置義務台数を計算します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 

０．４７＋０．１６＝０．６３→１台（小数１桁四捨五入） 
 ⑵  自動車の付置義務台数 

 ９．３８＋２．７８＝１２．１６→１２台（小数１桁四捨五入） 
 
⑤ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を１台設置する場合 
  １＋（１－１）／４＝１＋０．００＝１．００→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：１２－１＝１１台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を１５台設置する場合 
  １＋（１５－１）／４＝１＋３．５０＝４．５０→４台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：１２－４＝８台 
 
 

＝９．３８（小数３桁四捨五入） 

＝２．７８台（小数３桁四捨五入） 



例９ 
周辺地区に、昭和４０年に建築された３，５００㎡の店舗に、１，８００㎡の店舗を増築する場

合の付置義務台数 
 
合計の延べ面積が３，０００㎡を超えるため、駐車施設を設ける必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
 （３，５００＋１，８００）－３，５００ 
        ８，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
 （３，５００＋１，８００）－３，５００ 
         ４００ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を１台設置する場合 
  １＋（１－１）／４＝１＋０．００＝１．００→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：５－１＝４台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を２０台設置する場合 
  １＋（２０－１）／４＝１＋４．７５＝５．７５→５台（小数点以下切捨て） 
  特例による引下げの結果、自動車の駐車台数が１台未満となる場合は、自動車の付置義務台

数は１台となります。 
  特例による台数：５－４＝１台 
 

＝０．２３ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝４．５０ →５台（小数１桁四捨五入） 



 
例１０ 
周辺地区に、昭和５０年に建築された６，０００㎡の店舗に、２，５００㎡の事務所を増築する

場合の付置義務台数 
※供用部分はそれぞれ６，０００㎡及び２，５００㎡のうちに含まれているものとします。 
 
合計の延べ面積が３，０００㎡を超えるため、駐車施設を設ける必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
 （６，０００＋２，５００）－６，０００ 
         ８，０００ 
 
② 
自動車の付置義務台数 
 （６，０００＋２，５００）－６，０００ 
         ４５０ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を３台設置する場合 
  １＋（３－１）／４＝１＋０．５０＝１．５０→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：６－１＝５台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を９台設置する場合 
  １＋（９－１）／４＝１＋２．００＝３．００→３台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：６－３＝３台 
 

＝０．３１ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝５．５６ →６台（小数１桁四捨五入） 



 
例１１ 
周辺地区に、平成５年に建築された６，０００㎡の事務所を新条例に基づき届出しなおす場合の

付置義務台数 
 
新条例に従い、既存建築物における新たな付置義務台数を届出することができます。その場合は、

自動二輪車の付置義務台数を確保していただく必要があります。 
 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
６，０００－３，０００ 
   ８，０００ 
 
② 
自動車の付置義務 
６，０００－３，０００ 
    ４５０ 
 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を２台設置する場合 
  １＋（２－１）／４＝１＋０．２５＝１．２５→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：７－１＝６台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を２１台設置する場合 
  １＋（２１－１）／４＝１＋５．００＝６．００→６台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：７－６＝１台 
 
（参考…前条例に基づく場合の台数） 
① 
自動二輪車の付置義務台数 
なし 
② 
自動車の付置義務台数 
６，０００－２，７５０ 
    ２５０ 
 

＝１３．００ →１３台（小数１桁切上げ） 

＝０．３８ →１台（１未満の場合は切上げ） 

＝６．６７ →７台（小数１桁四捨五入） 



 
例１２ 
周辺地区に、平成１０年に建築された６，０００㎡の店舗に、２，５００㎡の事務所を増築する

場合の付置義務台数 
 
※供用部分はそれぞれ６，０００㎡及び２，５００㎡のうちに含まれているものとします。 
  
① 
用途に応じた按分率（％） 
ア 全体に対する店舗部分の割合（按分率） 
    ６，０００ 
（６，０００＋２，５００） 
 
イ 全体に対する事務所部分の割合（按分率） 
    ２，５００ 
（６，０００＋２，５００） 
 
② 
用途ごとに足切り３，０００㎡の面積を按分します。 
ア 店舗部分の足切り面積 
３，０００×０．７１＝２，１３０㎡ 
 
イ 事務所部分の足切り面積 
３，０００×０．２９＝８７０㎡ 
 
③ 
必要な駐車台数を計算する根拠となる延べ面積を求め、それを用途ごとの単位で除します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
 ６，０００－２，１３０ 
    ８，０００ 
 イ 事務所部分の付置義務台数 
 ２，５００－８７０ 
    ８，０００ 
 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 ア 店舗部分の付置義務台数 
 ６，０００－２，１３０ 
     ４００ 

＝０．７１（小数３桁四捨五入） 

＝０．２９（小数３桁四捨五入） 

＝０．４８（小数３桁四捨五入） 

＝０．２０台（小数３桁四捨五入） 

＝９．６８（小数３桁四捨五入） 



 イ 事務所部分の付置義務台数 
 ２，５００－８７０ 
     ４５０ 
 
④ 
用途ごとの計算結果を足し合わせ、付置義務台数を計算します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 
 ０．４８＋０．２０＝０．６８→１台（小数１桁四捨五入） 
 
 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 ９．６８＋３．６２＝１３．３０→１３台（小数１桁四捨五入） 
 
⑤ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を４台設置する場合 
  １＋（４－１）／４＝１＋０．７５＝１．７５→１台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：１３－１＝１２台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を１５台設置する場合 
  １＋（１５－１）／４＝１＋３．５０＝４．５０→４台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：１３－４＝９台 
 

＝３．６２台（小数３桁四捨五入） 



 
例１３ 
商業地区内に、１２，０００㎡の事務所を新たに建築する場合の付置義務台数 
※大規模な事務所について 建築用途が事務所であり、その延べ面積が１万㎡をこえる場合は、１

万㎡をこえ５万㎡までの部分の延べ面積に０．７を、５万㎡をこえ１０万㎡までの部分の延べ

面積に０．６を、１０万㎡をこえる部分の延べ面積に０．５をそれぞれ乗じて得た面積の合計

に１万㎡を加えた面積を延べ面積とみなします。 
 
① 
１０，０００㎡を超える事務所の用途に供する延べ面積を計算します。 
１０，０００＋２，０００×０．７＝１１，４００㎡ 
 
② 
付置義務台数を計算します。 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 

 （１１，４００－２，０００） 
     ８，０００ 
 
 ⑵ 自動車の付置義務台数 
 （１１，４００－２，０００） 
     ３５０ 
③ 
自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
（自動二輪車の駐車場の設置台数により異なります） 
 ・自動二輪車の駐車場を９台設置する場合 
  １＋（９－１）／４＝１＋２．００＝３．００→３台（小数点以下切捨て）  
  特例による台数：２７－３＝２４台 
 
 ・自動二輪車の駐車場を１００台設置する場合 
  １＋（１００－１）／４＝１＋２４．７５＝２５．７５→２５台（小数点以下切捨て） 
  特例による台数：２７－２５＝２台 
 
 

＝２６．８６ →２７台（小数１桁四捨五入） 

＝１．１８ →１台（小数１桁四捨五入） 



 
例１４ 
商業地区内（駐車場整備地区内）に、新たに１，８００㎡の店舗と、５００㎡の非特定用途に供

する建築物を建築する場合の付置義務台数 
※供用部分はそれぞれ１，８００㎡及び５００㎡のうちに含まれているものとします。 
 
特定用途と非特定用途の混合建築物の場合、次式により付置義務を判定します。 
判定式：特定用途の延べ面積＋非特定用途の延べ面積×２／３＞２，０００の場合、新条例によ

る届出が必要となります。 
 
① 
自動車の付置義務については、判定式により付置義務が必要かを判断します。自動二輪車の付置

義務については、特定用途の延べ面積について判断します。 
 
 ⑴ 自動二輪車の付置義務台数 

 特定用途の延べ面積が２，０００㎡以下であるため自動二輪車の付置義務はありません。 

 

 ⑵ 自動車の付置義務の判定 

 １，８００＋５００×２／３ 
 ＝２，１３３．３ →２，１３３㎡＞２，０００（小数１桁四捨五入） 
 新条例による届出が必要となります。 
 
② 
自動車の付置義務について計算を行います。 
 
用途に応じた按分率（％） 
 
ア 全体に対する店舗部分の割合（按分率） 
    １，８００ 
（１，８００＋５００） 
 
イ 全体に対する非特定用途部分の割合（按分率） 
    ５００ 
（１，８００＋５００） 
 
 
 
 

＝０．７８（小数３桁四捨五入） 

＝０．２２（小数３桁四捨五入） 



③ 
用途ごとに足切り２，０００㎡の面積を按分します。 
ア 店舗部分の足切り面積 
２，０００×０．７８＝１，５６０㎡ 
 
イ 非特定用途部分の足切り面積 
２，０００×０．２２＝４４０㎡ 
 
④ 
必要な駐車台数を計算する根拠となる延べ面積を求め、それを用途ごとの単位で除します。 
ア  
 １，８００－１，５６０ 
     ３００ 
 
イ  
 ５００－４４０ 
   ６００ 
 
④ 
用途ごとの計算結果を足し合わせ、付置義務台数を計算します。 
０．８０＋０．１０＝０．９０→１台（１未満の場合は切上げ） 
 
⑤自動車の付置義務駐車台数の特例による引下げ台数 
自動二輪車の付置義務がないため、引き下げの特例はありません。 
 
 
自動車の付置義務台数：１台 
 
 

＝０．８０（小数３桁四捨五入） 

＝０．１０台（小数３桁四捨五入） 


